
証券コード 7342

2024年３月８日

（電子提供措置の開始日 2024年３月４日）

株主各位

東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号渋谷東口ビル９Ｆ

ウェルスナビ株式会社
代表取締役 柴 山 和 久

第９期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第９期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第９期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト

https://corp.wealthnavi.com/ir/stock

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

本年はより多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、ハイブリッド参加型のバーチャ

ル株主総会を開催いたします。遠隔地を含む多くの株主の皆様が、インターネットに

よるライブ配信（中継）にて株主総会の様子をご視聴頂くことが可能となることもあ

り、株主総会の出席は後記のとおり事前登録（抽選制）とさせて頂きます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権行使を行

って頂くことができます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討頂き、

2024年３月25日（月曜日）午後７時までに議決権を行使頂きますようお願い申し上げ

ます。

敬具
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記

1. 日 時 2024年３月26日（火曜日）午前10時00分（受付開始 午前９時30分）

2. 場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号渋谷東口ビル１Ｆ

ＴＫＰガーデンシティ渋谷 ホールＡ

3. 会議の目的事項

【報告事項】

第９期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容

報告の件

【決議事項】

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬内容の改定の件

以上

◎事前登録の上限人数を超えた場合、事前登録（抽選制）により出席ができる旨のご

連絡をメールにて受け取られていない株主様につきましては、開催日当日のご入場

をお断りさせて頂きます。（会場参加の事前登録方法は、５ページの「株主総会ライ

ブ配信・事前参加申込についてのご案内」をご参照ください。）

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載しているインターネット上の各ウェ

ブサイトに修正内容を掲載させて頂きます。

◎株主総会の運営に変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://corp.wealthnavi.com）に掲載させて頂きます。
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議決権行使についてのご案内

書面郵送又はインターネット等で議決権を行使される場合

書面郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、行使期限までに

到着するようにご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛

否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わ

せて頂きます。

行使期限 2024年３月25日（月曜日）午後７時到着分まで

インターネット等

次頁の「インターネットによる議決権行使について」をご参照の上、

賛否をご入力ください。

行使期限 2024年３月25日（月曜日）午後７時まで

機関投資家の皆様へ

株主総会における議決権行使方法として、株式会社ICJが運営する議決権電子行使

プラットフォームをご利用いただけます。

株主総会にご出席される場合（事前登録（抽選制）が必要となります）

株主総会ご出席

事前登録の上限人数を超えた場合、事前登録（抽選制）により出席が

できる旨のご連絡をメールにて受け取られていない株主様につきまし

ては、当日のご入場をお断りさせて頂きます。

株主ではない代理人及び同伴の方等、議決権を行使できる株主以外の

方はご入場頂くことができませんので、ご注意ください。

株主総会開催日時 2024年３月26日（火曜日）午前10時00分
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スマートフォンでの議決権行使は、

「ログインID」「仮パスワード」の入力

が不要です。同封の議決権行使書副

票（右側）に記載された「ログイン用QR

コード」を読み取りいただくことで、

ログインいただけます。

スマートフォンの場合

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票（右側）

0000 ― 1111 ― 1111 ― aaa

000000

「ログイン用QR

コード」はこちら

見本

0000 ― 1111 ― 1111 ― aaa

000000

見本

ログインID・仮パスワードを入力する方法

以降画面の案内に沿って

賛否をご入力ください。

❶議決権行使サイトにアクセスする ❷ �お手元の議決権行使書用紙の右下

に記載された「ログインID」および

「仮パスワード」を入力

議決権行使サイトのご利用方法

「ログイン」をクリック
「次の画面へ」をクリック

インターネットによる議決権行使について

インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイ

ト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスして頂くことによってのみ実施可能です。

ご注意事項

●インターネットによる議決権行使は、株主総会前日
（2024年３月25日（月曜日））の午後７時まで受付いた
します。

●郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をさ
れた場合は、インターネットによる議決権行使の内容
を有効として取り扱わせて頂きます。

●インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使
をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を
有効として取り扱わせて頂きます。

システム等に関するお問い合わせ

（ヘルプデスク）

三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部

0120-173-027
（通話料無料）

受付時間：午前９時から午後９時まで
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株主総会ライブ配信・事前参加申込についての
ご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるよう、インタ

ーネットによるライブ配信を行います。

会場における定員数に限りがあるため、 会場での参加をご希望される株主様は、事

前の参加申込み手続きをお願い申し上げます。

株主総会ライブ配信・事前参加申込につきましては、株主総会オンラインサイト

「Engagement Portal」をご利用頂きますようお願い申し上げます。本サイトの公開期

間は、本招集通知到着時～2024年３月26日（火曜日）となります。

１.株主総会ライブ配信日時

2024年３月26日（火曜日） 午前10時00分～株主総会終了時刻まで

◎当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃より アクセス可能となります。

◎やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなった場合には、当社ホー

ムページ等 によりお知らせいたします。

２.事前参加申込の受付期間

本招集通知到着時～2024年３月19日（火曜日）午後５時まで

◎定員を超えるお申込みがあった場合は抽選とさせて頂きます。抽選結果につき

ましては、当落に関わらず2024年３月21日（木曜日）午後６時までにメールで

ご案内いたします。

３.株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

本招集通知同封の議決権行使書裏面をご参照の上、ご使用の端末によって以下の

いずれかの方法でログインしてください。

◎同封の議決権行使書を紛失された場合、招集通知７頁記載の 【本サイトに関

するお問い合わせ】にて再発行のご依頼を承ります。ただし、株主総会開催日

の約１週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングに

よっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
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（１）QRコードの読み取りによりログインする場合（スマートフォン・タブレッ

ト等）

議決権行使書裏面に印字されたQRコード をスマートフォン等で読み取ってく

ださい。「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログイン頂くこと

が可能です。

（２）個別のログインID・パスワードによりログインする場合（パソコン等）

① 以下のURLにアクセスしていただき、議決権行使書裏面に記載のログインID

とパスワードを入力してください。

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

② 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてください。

③ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。

４.株主総会ライブ配信の視聴について

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順で

ご利用ください。

◎本サイトから、視聴環境のテストを事前に行っていただくことが可能ですの

で、是非ご活用ください。

（１）ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリック

してください。

（２）当日ライブ視聴等に関する利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」

にチェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

【インターネット参加にかかるご留意事項】

◎インターネット参加によりライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、

株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主様

に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット

参加により行うことはできません。

◎議決権行使は行使期限にご留意いただき、議決権行使書の郵送や別途ご案内

しているインターネット投票、または委任状等で代理権を授与する代理人に

よる当日のご出席をお願い申し上げます。

◎当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長及び役員席

付近を中心といたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場

合がございます。あらかじめご了承ください。

◎インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限定させて

いただき、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申し上げ

ます。
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◎ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの通信環境（回線状況、通

信速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであら

かじめご了承ください。

◎SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせ

ていただきます。

◎ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

５.事前参加申込について

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順で

ご利用ください。

（１）ログイン後の画面に表示されている「事前参加申込」ボタンをクリックし

てください。

（２）必要事項を入力し、利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチ

ェックし「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

（３）ご入力内容をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

【事前参加申込にかかるご留意事項】

◎会場でご参加頂く場合、事前のお申込みが必要です。事前のお申込みをされ

ていない株主様は、会場にお越し頂いてもご入場頂くことができません。

◎お一人様につき、1回のお申込みとさせて頂きます。

◎ご質問や動議を提出する可能性のある株主様は、会場でのご参加をご検討頂

きますようお願い申し上げます。インターネットによるライブ配信をご視聴

の株主様からのご質問や動議の提出を受け付けることはできませんのでご了

承ください。

◎ご利用頂くための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

【本サイトに関するお問い合わせ】

TEL 0120-676-808 （通話料無料）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（土日祝日等を除く平日9時～17時、ただし、株主総会当日は9時～株主総会終了まで）
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事 業 報 告

（自 2023年１月１日
至 2023年12月31日）

Ⅰ 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度における世界経済は、世界的な高インフレや各国の金融引き締め政

策の長期化に伴う景気減速懸念が継続しておりましたが、大幅な景気後退が見ら

れない中で、グローバルの利上げ局面はピークアウトを迎えつつあります。国内

経済においては、原材料価格の上昇に伴う物価上昇等の影響はあるものの、実質

賃金の上昇やインバウンド需要の増加等により、緩やかな回復基調にあります。

そのような環境下、当社では継続的な事業成長の実現に向けて、ロボアドバイ

ザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」（注）の機能追加、提携パートナーとの取り

組み強化、テレビコマーシャルなどの広告宣伝活動、事業基盤強化のための人材

採用、セキュリティ強化対応等に積極的に取り組みました。

ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の機能追加については、１月

に成年年齢の引き下げに伴い、満18歳以上20歳未満のお客様に向けた「おまかせ

NISA」のサービス提供を開始いたしました。また、2024年１月より新しいNISA制

度が開始されることをふまえ、２月には当社に直接お申込みされたお客様を対象

に、最低投資額をこれまでの10万円から１万円に引き下げました。４月には積立

から運用を開始できるよう機能改善を行い、同時に一部の提携サービスにおいて、

最低投資額を１万円へ引き下げました。また、４月に株式会社大光銀行との提携

サービス「たいこうNavi」において「おまかせNISA」の提供を開始し、６月には

株式会社イオン銀行との提携サービス「WealthNavi for イオン銀行」で、クレジ

ットカード「イオンカード」決済による積立機能の提供を開始いたしました。加

えて、2024年１月から始まる新しいNISA制度に対応した「おまかせNISA」の開発

を進め、年明けからサービス提供が開始できるよう機能検証やメンテナンスを実

施いたしました。

提携パートナーの拡充も推進しており、２月にオリックス銀行株式会社との業

務提携により「WealthNavi for オリックス銀行」、４月に株式会社東邦銀行との

業務提携により「WealthNavi for 東邦銀行」の提供をそれぞれ開始いたしまし

た。また、９月には楽天証券株式会社及び楽天投信投資顧問株式会社と業務提携

に関する基本合意書を締結いたしました。業務提携により３社がそれぞれの強み

を活かして協力し、当社が提供している世界水準の資産運用や顧客サポートを投

資信託商品でも実現することを目指します。

広告宣伝活動については、６月から俳優の藤間爽子さんが出演する新テレビCM

の放映を開始いたしました。デジタル広告と併せて、資産運用を検討されている
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潜在的なお客様へのアプローチ、認知度向上を目指して継続して取り組んでおり

ます。また、定期的なオンラインセミナーの開催に加えて、対面で開催するセミ

ナーを実施し多くの方にご来場いただきました。10月には当社では初となるファ

ン交流イベントを開催し、お客様からの数多くのご質問にお答えすることができ

ました。

この結果、当事業年度末時点での運用者数は38.7万人（前事業年度実績35.6万

人）、預かり資産額は9,833億円（前事業年度実績7,197億円）となりました。

なお、当事業年度において、臨時に発生したトレーディング損失により特別損

失として95百万円を計上しております。これは、米国日付2023年７月３日に米国

の証券取引所が半休場日であったことでお客様の資産運用に係る未執行となった

買付注文と、同数量の買付注文が独立記念日明けの５日に重複して執行され、そ

の重複分が自己勘定残高となったことによるものです。当該自己勘定残高の解消

時（受渡日：米国日付７月10日・日本日付７月11日）、株式相場及び為替相場が当

社にとって不利に変動したことにより損失が発生いたしました。

以上の結果、当事業年度の業績は、営業収益が81億67百万円（前期比24.3％

増）、営業収益より金融費用46百万円を控除した純営業収益は81億21百万円（前期

比24.4％増）となりました。また、販売費・一般管理費は75億97百万円（前期比

20.2％増）となり、その結果、広告宣伝費除く営業利益は33億44百万円（前期比

42.2％増）、営業利益は５億23百万円（前期比149.6％増）、経常利益は５億19百万

円（前期比142.5％増）、当期純利益は３億75百万円（前期比29.5％増）となりま

した。

（注）スマートフォンやパソコン等を通じて、お客様の資産運用に関する提案をし、自動で運用を行
うサービス。利用開始時に「年齢」「保有する金融資産額」「資産運用の目的」等の５つの質問
でリスク許容度を診断し、そのリスク許容度に応じた運用プランが提案され、その後はその運
用プランに従って自動で運用を行う資産運用サービス。

(2) 設備投資の状況

当事業年度に実施した設備投資の総額は１億67百万円であり、その主な内容は

資産運用サービスの開発投資によるものであります。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

① 人材確保と組織体制の整備

ロボアドバイザー事業の継続的な成長や、生涯にわたりお客さまのお金の課題

を解決する総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：Money Advisory

Platform）の開発・提供の実現に向けて、金融業界やテクノロジー業界をはじめ

とする多様なバックグラウンドをもった優秀な人材を採用し、強い組織体制を整

備することが重要だと認識しております。積極的な採用活動を推進していく一方

で、従業員が中長期にわたって活躍しやすい環境の整備、企業カルチャーの醸成

及び人事制度の構築等を進め、組織力の強化に取り組んでまいります。

② 情報管理体制の継続的な強化

提供するサービスであるロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」に関

連してお客様の個人情報を扱っており、金融商品取引業者として重大な社会的責

任を有することを認識したうえで、情報管理体制を継続的に強化していくことが

重要だと考えております。現在も個人情報保護に係る施策には万全の注意を払っ

ておりますが、今後も社内体制や管理方法の強化・整備を行ってまいります。

③ 利益及びキャッシュ・フローの定常的な創出

事業拡大を目指して、開発投資や広告宣伝活動を中心に積極的な先行投資を進

めており、前々事業年度までは経営成績は営業損失を計上しておりましたが、前

事業年度に創業以来、初めての営業利益を計上し、当事業年度においてはさらに

営業利益を増加することができました。

営業収益の中心である受入手数料は、お客様から頂く手数料であり、預かり資

産に連動しております。また預かり資産を伸ばすうえでは、お客様に利用し続け

て頂くことが重要ですが、月次平均で１％以下と低い解約率（注）を実現してお

り、積み上げ型の収益モデルになります。一方で、開発のための人件費、広告宣

伝費が先行して計上される特徴があり、これまでは短期的に赤字が先行する状況

にありました。

そのような中、預かり資産が順調に増加し、それに伴い収益も順調に積み上が

っており、各種費用の営業収益に占める割合は着実に低減していることから、収

益性の改善が継続しております。今後も開発投資や広告宣伝活動等への先行投資

を積極的に進めつつ、中長期的な利益及びキャッシュ・フローの最大化を目指し

てまいります。

（注）預かり有価証券の残高がなくなった口座数の割合。月間で、2016年７月（「WealthNavi（ウェ
ルスナビ）」正式リリース）から2023年12月の全月平均。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第６期

(2020年12月期)
第７期

(2021年12月期)
第８期

(2022年12月期)

第９期
（当事業年度）
(2023年12月期)

営 業 収 益 (千円) 2,516,709 4,647,506 6,573,470 8,167,922

（内、受入手数料） (千円) (2,471,632) (4,576,140) (6,471,404) (8,063,045)

営業利益又は営業損失（△） (千円) △978,794 △432,702 209,814 523,672

経常利益又は経常損失（△） (千円) △999,410 △491,659 214,266 519,529

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) △1,003,210 △495,459 289,689 375,277

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失（△）

(円) △23.58 △10.85 6.07 7.65

総 資 産 (千円) 15,378,239 27,377,172 25,964,253 32,237,497

純 資 産 (千円) 6,916,620 10,037,619 10,980,571 12,158,212

１株当たり純資産額 (円) 153.81 213.62 226.98 245.70

(注) １．当社は、2020年８月30日付で１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、第６
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純
損失を算定しております。

２．第６期の１株当たり当期純損失の算定上、転換型の参加型株式については、転換後の普通
株式と同様に扱っており、普通株式の期中平均株式数に含めております。

３．第８期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適
用しており、第８期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後
の数値を記載しています。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容（2023年12月31日現在）

「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げ、働く世代の豊かな老後のた

めに、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動化したサービス、ロボアドバイザ

ー「WealthNavi（ウェルスナビ）」をオンラインですべての人に提供しておりま

す。従来お客様が自分自身で行っていた資産運用のプロセスである、目標設定か

らポートフォリオの構築、発注・積立・再投資、リバランス及び税金最適化まで、

すべてのプロセスを自動化しており、高度な知識や手間なしに国際分散投資を行

うことができます。
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(8) 主要な営業所（2023年12月31日現在）

名称 所在地

本社 東京都渋谷区

(9) 従業員の状況（2023年12月31日現在）

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

170名（35名） 36名増 39.8歳 2.6年

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー含む。）は最近１年間の平均人員
を（）外数で記載しております。

(10) 主要な借入先

借入先 借入額

株式会社三菱UFJ銀行 15億円

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅱ 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 169,870,596株

(2) 発行済株式の総数 49,490,339株（自己株式5,598株を含む。）

(3) 株主数 30,188名

(4) 大株主

株主名 持株数 持株比率

柴山 和久 10,613,597株 21.44％

MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY
PAID SEG ACCOUNT

3,155,650株 6.37％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,574,400株 3.18％

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS
NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT

1,256,800株 2.53％

THE BANK OF NEW YORK 133652 1,110,300株 2.24％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 1,027,900株 2.07％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 887,300株 1.79％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 885,800株 1.79％

株式会社SBI証券 801,400株 1.61％

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 676,800株 1.36％

（注）持株比率は、自己株式（5,598株）を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

株式数 交付を受けた者の人数

取締役
（監査等委員及び社外取
締役を除く）

10,113株 ２名

社外取締役
（監査等委員を除く）

2,744株 ２名

取締役
（監査等委員）

0株 ０名
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Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新

株予約権等の状況

第４回新株予約権（注4） 第５回新株予約権

発行決議日 2019年３月26日 2019年３月26日

新株予約権の数 265,395個 34,820個

新株予約権の目的と
なる株式の種類及び
数（注1）

普通株式 796,185株
（新株予約権１個につき３株）

普通株式 104,460株
（新株予約権１個につき３株）

新株予約権の払込金
額

新株予約権と引き換えに払
い込みは要しない

新株予約権と引き換えに払
い込みは要しない

新株予約権の行使に
際して出資される財
産の価額（注1）

新株予約権１個当たり
1,991円

（１株当たり664円）

新株予約権１個当たり
1,991円

（１株当たり664円）
新株予約権の行使期
間

自 2021年３月27日
至 2029年３月27日

自 2019年３月27日
至 割当日から無期限

主な行使条件 （注2） （注2）

役員の
保有状
況

取締役

（監査等委員

及び社外取締

役を除く）

新株予約権の数 13,000個

目的となる株式数 39,000株

保有者数 １名

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

社外取締役

（監査等委員

を除く）

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

取締役

（監 査 等 委

員）

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

新株予約権の数 13,928個

目的となる株式数 41,784株

保有者数 ２名
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第６回新株予約権（注4） 第９回新株予約権

発行決議日 2019年８月23日 2020年６月29日

新株予約権の数 375,000個 160,408個

新株予約権の目的と
なる株式の種類及び
数（注1）

普通株式 1,125,000株
（新株予約権１個につき３株）

普通株式 481,224株
（新株予約権１個につき３株）

新株予約権の払込金
額

新株予約権と引き換えに払
い込みは要しない

新株予約権と引き換えに払
い込みは要しない

新株予約権の行使に
際して出資される財
産の価額（注1）

新株予約権１個当たり
1,991円

（１株当たり664円）

新株予約権１個当たり
2,553円

（１株当たり851円）
新株予約権の行使期
間

自 2021年８月26日
至 2029年８月26日

自 2020年６月30日
至 割当日から無期限

主な行使条件 （注3） （注2）

役員の
保有状
況

取締役

（監査等委員

及び社外取締

役を除く）

新株予約権の数 17,208個

目的となる株式数 51,624株

保有者数 １名

新株予約権の数 14,659個

目的となる株式数 43,977株

保有者数 ２名

社外取締役

（監査等委員

を除く）

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

取締役

（監 査 等 委

員）

新株予約権の数 0個

目的となる株式数 0株

保有者数 0名

新株予約権の数 22,693個

目的となる株式数 68,079株

保有者数 ３名
(注) １．2020年８月30日付で、普通株式１株につき３株の株式分割により、「新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が調整されて
おります。

２．新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。
(1) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役、監査役又は使用人

の地位を有していることを要し、これらの地位を失った場合は、本新株予約権を行使で
きなくなるものとする。

(2) 本新株予約権は、2021年12月31日までの期間は行使することができないものとする。
３．新株予約権の主な行使条件は次のとおりであります。
(1) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役、監査役又は使用人

の地位を有していることを要し、これらの地位を失った場合は、確定的に本新株予約権
を行使できなくなるものとする。

(2) 本新株予約権は、2022年12月31日までの期間は行使することができないものとする。
４．第４回新株予約権及び第６回新株予約権は、取締役就任前に当社従業員として付与された

新株予約権であります。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状
況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅳ 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2023年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 柴山 和久 CEO

取 締 役 廣瀬 学
CFO

AIQ株式会社 社外取締役

取 締 役 東後 澄人 フリー株式会社 取締役

取 締 役 尾河 眞樹
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 執行役員

ソニー・ライフケア株式会社 取締役

取 締 役
（常勤監査等委員）

榎本 明 エムエスティ保険サービス株式会社 社外監査役

取 締 役
（監査等委員）

松野 絵里子

東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター あ
っせん委員

ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス委
員会 外部委員

株式会社東京衡機 社外取締役

取 締 役
（監査等委員）

藤本 幸彦

株式会社カネコ薬局 取締役

隼あすか法律事務所 顧問

ヘルスケア＆メディカル投資法人 監督役員

税理士法人エンブレース 社員

(注) １．取締役東後澄人、尾河眞樹、榎本明、松野絵里子及び藤本幸彦は、会社法第２条第15号に
定める社外取締役であります。

２．当社は、監査の実効性を確保するため、監査等委員である榎本明を常勤の監査等委員とし
て選定しております。

３．監査等委員榎本明は、長年にわたる金融機関における、豊富な知識、経験と幅広い見識を
有しております。

４．監査等委員松野絵里子は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有
するものです。

５．監査等委員藤本幸彦は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務に関す
る相当程度の知見を有するものです。

６．当社は、取締役東後澄人、尾河眞樹、榎本明、松野絵里子及び藤本幸彦を株式会社東京証
券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）５名は、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項

が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められる

のは、当該社外取締役が責任の原因となった職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がない場合に限られます。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

① 被保険者の範囲

当社取締役（監査等委員である取締役を含み、社外取締役を含む。）及び当社執

行役員

② 保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しております。当該契約は、被保険者がその職務の執行に関し責

任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの

ある損害賠償金及び争訟費用等を填補するものです。

(4) 取締役の報酬等の額

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、社外役員が過半を占める取締役会において、客観的な視点から議論を

重ねたうえで、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容決定に関する

概要は以下のとおりです。また、監査等委員である各取締役の報酬は、その職責

に鑑みて基本報酬のみとし、監査等委員である取締役全員の協議により決定しま

す。

イ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬に関する基本的な考え方

短期及び中長期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬体系とし、また、

持続的な成長を実現するために必要な人材が確保できる報酬水準で報酬を決

定します。その決定においては、客観性・透明性を担保する適切な報酬決定

プロセスを経ることとします。

ロ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬体系

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬と株

価連動型（非金銭）報酬を組み合わせるものとします。

― 17 ―

2024年02月21日 19時04分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



a. 基本報酬

短期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬として、基本報酬を設定しま

す。基本報酬は、役位・職責の大きさに応じた月例による固定の金銭報酬と

します。

b. 株価連動型（非金銭）報酬

中長期の業績と企業価値の向上に結びつく報酬として、株価連動型（非金

銭）報酬を設定します。株価連動型（非金銭）報酬は、企業価値の持続的向

上を目指すこと、株主様と一層の価値共有を進めることを目的とするストッ

クオプション（新株予約権）及び/又は譲渡制限付株式報酬とします。同様

の考え方に基づき、社外取締役に対しても株価連動型（非金銭）報酬を設定

します。

ハ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬の決定方法

持続的な成長を実現するために必要な人材が確保できる報酬水準かどうか

に関する評価、報酬決定プロセスの客観性・透明性を担保すること等を目的

として、取締役会で説明を行い、社外取締役から適切な助言を得るものとし

ます。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬額は、株

主総会で決議された報酬枠の範囲内で、報酬決定の方針に従い取締役会で決

定します。

ニ. 当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報

酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度における報酬等については、決定方針との整合性を含めて総合

的に審議したうえで、2023年３月24日の取締役会にて基本報酬の支給を決議

し、2023年４月14日の取締役会にて株価連動型（非金銭）報酬の付与を決議

しており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しており

ます。
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② 取締役の報酬等の総額等

区分 人員 報酬等の額

報酬等の種類別の総額

基本報酬

株価連動型
（非金銭）報酬

譲渡制限付株式

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

４名
（２名）

59,066千円
（12,602千円）

45,000千円
（9,600千円）

14,066千円
（3,002千円）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

３名
（３名）

21,450千円
（21,450千円）

21,450千円
（21,450千円）

－千円
（－千円）

合計
（うち社外役員）

７名
（５名）

80,516千円
（34,052千円）

66,450千円
（31,050千円）

14,066千円
（3,002千円）

(注) １. 非金銭報酬として、取締役に譲渡制限付株式報酬を交付しております。上記「譲渡制限付株
式」は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。割当ての際の条件等は、上記
(4)①のとおりです。また、当事業年度における交付状況は、上記Ⅱ(5)のとおりです。

２. 取締役（監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む）の金銭報酬の限度額は、2022
年３月24日開催の第７期定時株主総会にて年額100百万円以内（うち、社外取締役分は年額
20百万円以内）と決議されております。当該第７期定時株主総会終結時点の取締役（監査等
委員を除く）の員数は４名（うち、社外取締役は２名）です。また、当該金銭報酬とは別枠
で、2022年３月24日開催の第７期定時株主総会にて、取締役（監査等委員を除き、社外取締
役を含む）の譲渡制限付株式報酬の額を年額50百万円以内（うち、社外取締役分は年額10百
万円以内）、株式数の上限を年30,000株以内（うち、社外取締役分は年6,000株以内）と決議
されております。当該第７期定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は
４名（うち、社外取締役は２名）です。

３. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年３月24日開催の第７期定時株主総会にて年
額30百万円以内と決議されております。当該第７期定時株主総会終結時点の監査等委員であ
る取締役の員数は３名（うち、社外取締役は３名）です。
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(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

重要な兼職先につきましては、16頁「(1) 取締役の氏名等」に記載のとおり

であります。なお、社外役員の重要な兼職先である他の法人等と当社の間にお

いて重要な取引その他の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 出席状況
主な活動状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 東後 澄人
取締役会

（開催16回中16回）

長年にわたるインターネットやSaaS業界にお
ける豊富な知識、経験と幅広い見識に基づき、
経営戦略やガバナンス等について幅広い提言
を積極的に行っています。

取 締 役 尾河 眞樹
取締役会

（開催16回中16回）

長年にわたる金融機関における豊富な知識、
経験と幅広い見識に基づき、経営戦略やガバ
ナンス等について幅広い提言を積極的に行っ
ています。

取 締 役
（監査等委員）

榎本 明

取締役会

（開催16回中16回）

監査等委員会

（開催17回中17回）

長年にわたる金融機関における豊富な知識、
経験と幅広い見識に基づき、広い視野に立っ
て、当社の経営全般について監査・監督を行
っています。

取 締 役
（監査等委員）

松野 絵里子

取締役会

（開催16回中16回）

監査等委員会

（開催17回中17回）

弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基
づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野
に立って、当社の経営全般について監査・監
督を行っています。

取 締 役
（監査等委員）

藤本 幸彦

取締役会

（開催16回中16回）

監査等委員会

（開催17回中17回）

公認会計士及び税理士としての高い専門性と
豊富な経験に基づき、客観的かつ高度な視点
から、広い視野に立って、当社の経営全般に
ついて監査・監督を行っています。
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Ⅴ 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,700千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 28,500千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠等について必要な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等について会社
法第399条第１項の同意を行っております。

３．当社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額は、公認会計士法第２条
第１項の業務以外の業務（非監査業務）である、顧客資産の分別管理の法令遵守に係る保
証業務についての報酬を含んでおります。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必

要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、

取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任

し、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及

びその理由を報告いたします。
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Ⅵ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制の決定内容

当社では、取締役会で定めた業務の適正を確保する体制（内部統制システム）の

整備に係る基本方針に基づき、次のとおり内部統制の整備・強化に取り組んでおり

ます。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、コンプライアンス・マニュアルを制定し、法令等を遵守することはも

とより、社会の信頼に応える高い倫理観を持って、取締役及び使用人一人ひと

り行動することが必要不可欠と認識し、コンプライアンスの徹底を経営上の最

重要課題と位置付ける。

・当社は、コンプライアンス管理規程に基づき、コンプライアンスに係る事項を

管理及び推進する。

・取締役会は、取締役会規程に基づき月１回これを開催することを原則とし、取

締役間の意思疎通及び相互の業務を監督する。また、社外取締役が取締役会に

参加することにより、経営の透明性及び健全性の維持に努めることとする。

・取締役及び使用人の職務執行について、適正な職務の執行を徹底するとともに、

代表取締役直轄の独立組織である内部監査部による内部監査を実施する。

・監査等委員会は、内部統制システムに係る監査実施基準を定め、当該実施基準

に従い監査を実施する。

・取締役及び使用人は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し排除する体制の整

備に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・各取締役は、職務の執行に係る重要な情報及び文書は文書管理規程に従い適切

に保存及び管理し、取締役が当該文書等を常時閲覧できることとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、事業活動に伴い生じる各種リスクについては、リスク管理規程等に基

づき適切に対処するとともに、未然防止策の策定及び進捗管理を行う。異例事

態の発生の際には迅速かつ適切な情報伝達及び緊急体制を整備することとする。

・情報セキュリティに係るリスクは、情報セキュリティ管理規程等に基づき、情

報管理統括責任者を置き、リスク管理体制の構築及び継続的な改善等を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、経営環境等の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入し、また

職務権限規程等に基づき、適切かつ効率的な意思決定及び職務執行等を図るこ

ととする。
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⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、取締役及び使用人の行動規範としてコンプライアンス・マニュアル等

を定め、これの浸透を図ることとする。

・企業内不祥事の未然・拡大防止を目的として、内部通報規程に基づき内部通報

制度を構築し、法令違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努める。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人（以下「補助使用人

等」という。）に関する事項、その当社の他の取締役（監査等委員である取締役

を除く。）からの独立性に関する事項並びに当社の監査等委員会の当該取締役及

び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会が補助使用人等を求めた場合、指名された補助使用人等がその職

務を行うこととする。

・補助使用人等への監査業務に関する指揮命令権は、監査等委員会に属するもの

とする。

⑦ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人又はこれらの者か

ら報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制、及び当社の監査等委員会に報告した者が当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は監査等委員会に対し

て、当社における次の事項を報告することとする。

・当社に著しい損害を及ぼす事項

・重大な法令及び定款の違反

・その他内部通報制度により通報されたコンプライアンス上重要な事項

・前記に関わらず、監査等委員会は必要に応じて、取締役（監査等委員である取

締役を除く。）及び使用人に対して報告を求めることができる。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告を

行ったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをしな

いこととする。

・内部通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化する

とともに、プライバシー・人権配慮の確保を図ることとする。

⑧ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に

ついて生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず

る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員より監査費用の前払請求及び立替金の精算請求があった場合、当社

は直ちにこれを支払うこととする。
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⑨ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員は重要な会議に出席して意見を

述べるとともに、代表取締役と定期的に会合を持ち、代表取締役の経営方針を

確かめるとともに当社が対処すべき課題、当社を取り巻くリスクの他、監査等

委員会による監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換す

ることとする。

・監査等委員会（選定監査等委員が置かれている場合には選定監査等委員）は、

必要に応じて取締役及び重要な使用人等からの個別ヒヤリングの機会を設ける

ことができる。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

今期における当社の業務の適正を確保する体制（内部統制システム）の運用状況

の概要は、次のとおりです。

① 取締役の職務の執行

定時取締役会を12回、臨時取締役会を４回開催し、重要な業務執行の決定を行

うとともに、業績、リスク管理、内部監査の状況など、その時々の重要事項に

ついても適宜報告し、取締役の職務執行の監督を適切に行いました。他に取締

役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。また、取締役（常

勤監査等委員である取締役以外の社外取締役を除く。）、執行役員を中心に構成

される経営会議を週に１回程度開催し、業務執行に関する重要な事項を幅広く

協議いたしました。

② リスク管理並びにコンプライアンス体制

リスク・コンプライアンス委員会を10回開催し、当社のリスク管理及びコンプ

ライアンスに関する方針、組織体制、規程等の策定及び改廃、法令遵守の状況

のモニタリング、コンプライアンス意識の啓発や研修計画、リスクマネジメン

トに関して協議し、重要な事項を取締役会へ報告いたしました。

③ 監査等委員会の監査の実効性の確保

監査等委員は、取締役会や経営会議をはじめとする重要会議への出席、重要書

類の閲覧、取締役（監査等委員である取締役を除く。）・執行役員との定期的な

意見交換、監査等委員会等を通じ、客観的・合理的な監査を実施いたしました。

なお、監査等委員会は、内部監査部、会計監査人と十分な連携を確保しており

ます。
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Ⅶ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、現在成長段階にあると認識しており、事業拡大や組織体制整備への投資

のため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来配当を実施しておらず、

今後の配当実施の可能性及び時期については未定であります。しかしながら、株主

還元を適切に行っていくことが経営上重要であると認識しており、事業基盤の整備

状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、将来的には、安定的

な配当を行うことを検討していく方針であります。

なお、剰余金の配当を行う場合、年１回の期末配当を基本としており、その他年

１回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を

行うことができる旨を定款で定めております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎ 本事業報告中の記載金額（ただし、預かり資産額は除く）は、表示単位未満を切

り捨てて表示しております。預かり資産額については、四捨五入で表示しております。
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貸 借 対 照 表
2023年12月31日現在

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

【流 動 資 産】 31,317,694 【流 動 負 債】

約 定 見 返 勘 定

預 り 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金

18,579,285

120

17,537,254

792,712

151,499

97,698

1,500,000

1,500,000

現 金 ・ 預 金 16,387,398

預 託 金 12,100,000

顧客分別金信託 12,100,000

トレーディング商品 314

立 替 金 8,436

前 払 金 5,100

前 払 費 用 204,626

未 収 入 金 7,505

未 収 収 益 846,925 負 債 合 計 20,079,285

預 け 金 1,756,730 純 資 産 の 部

その他の流動資産 657 【株 主 資 本】

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

その他資本剰余金

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

12,158,212

3,965,784

9,026,240

8,980,550

45,690

△833,702

△833,702

△833,702

△110

【固 定 資 産】 919,802

有 形 固 定 資 産 79,944

建 物 147,454

器 具 備 品 113,910

減価償却累計額 △181,420

無 形 固 定 資 産 197,664

ソ フ ト ウ エ ア 99,423

ソフトウエア仮勘定 97,591

商 標 権 650

投資その他の資産 642,193

敷金及び保証金 451,792

長 期 前 払 費 用 50,814

繰 延 税 金 資 産 139,586 純 資 産 合 計 12,158,212

資 産 合 計 32,237,497 負債・純資産合計 32,237,497

（注）千円単位未満の端数は切り捨てのうえ表示しております。

― 26 ―

2024年02月21日 19時04分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



損 益 計 算 書

（自 2023年１月１日
至 2023年12月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 8,167,922

受 入 手 数 料 8,063,045

トレーディング損益 64,911

金 融 収 益 13,152

その他の営業収益 26,813

金 融 費 用 46,467

純 営 業 収 益 8,121,455

販売費・一般管理費 7,597,783

営 業 利 益 523,672

営 業 外 収 益 4,590

営 業 外 費 用 8,733

株 式 交 付 費 2,866

譲渡制限付株式報酬償却損 5,724

そ の 他 142

経 常 利 益 519,529

特 別 損 失 95,062

臨 時 損 失 ※ 95,062

税 引 前 当 期 純 利 益 424,467

法人税、住民税及び事業税 69,898

法 人 税 等 調 整 額 △20,708

当 期 純 利 益 375,277

（注）千円単位未満の端数は切り捨てのうえ表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 2023年１月１日
至 2023年12月31日）

（単位：千円）

株主資本

資 本 金

資本剰余金

資本準 備 金
そ の 他
資本剰 余 金

資本剰 余 金
合 計

当期首残高 3,564,603 8,579,368 45,690 8,625,058

当期変動額

新株の発行 401,181 401,181 401,181

当期純利益

当期変動額合計 401,181 401,181 － 401,181

当期末残高 3,965,784 8,980,550 45,690 9,026,240

株主資本

純 資 産 合 計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,208,980 △110 10,980,571 10,980,571

当期変動額

新株の発行 802,362 802,362

当期純利益 375,277 375,277 375,277

当期変動額合計 375,277 1,177,640 1,177,640

当期末残高 △833,702 △110 12,158,212 12,158,212

（注）千円単位未満の端数は切り捨てのうえ表示しております。
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個 別 注 記 表

当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）並びに同規則第118

条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52

号）、及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付け日本証

券業協会自主規制規則）に準拠しております。

なお、記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

トレーディング商品

① 目的と範囲

トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対

応することを目的としております。

また、その範囲は有価証券（ETF）の現物取引であります。

② 評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

２. 固定資産の減価償却の方法

(１) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を含む）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年

器具備品 ３～15年

(２) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）

商標権 10年

３. 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。
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４. 収益及び費用の計上基準

受入手数料

自動で資産運用を行うサービス、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルス

ナビ）」を提供しております。当該サービスは、投資一任契約に基づき資産の管

理・運用を行う義務を負っており、顧客からお預かりした資産の管理・運用を

行うことで履行義務が充足されることから、日々の預かり資産残高（現金部分

を除く）に対して一定の料率を乗じて手数料を計算し、一定の期間で収益を認

識しております。

５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は

損益として処理しております。

（会計方針の変更に関する注記）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021

年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から

適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること

としております。なお、計算書類に与える影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）

損益計算書

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「譲渡制限付株

式報酬償却損」（前事業年度1,208千円）については、金額的重要性が増したため、

当事業年度においては区分掲記しております。

（会計上の見積りに関する注記）

（繰延税金資産の回収可能性）

・当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 139,586千円

繰延税金負債 ―千円

・識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

将来の課税所得の見積額に基づき、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係

る繰延税金資産の回収可能性の判断を行っております。将来の課税所得の見積りは翌

事業年度の事業計画に基づいており、その主要な仮定は、預かり資産の増加予測に基
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づく営業収益でありますが、市場環境等の変化により影響を受けることがあり不確実

性を伴うものであります。主要な仮定に見直しが必要となった場合、翌事業年度にお

いて繰延税金資産の回収可能性の判断に影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結してお

ります。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額 9,500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 9,500,000千円

（損益計算書に関する注記）

※ 臨時損失

米国日付2023年７月３日に米国の証券取引所が半休場日であったことでお客様の

資産運用に係る未執行となった買付注文と、同数量の買付注文が独立記念日明けの

５日に重複して執行され、その重複分が自己勘定残高となりました。当該自己勘定

残高の解消時（受渡日：米国日付７月10日・日本日付７月11日）、株式相場及び為替

相場が当社にとって不利に変動したことにより、臨時に発生したトレーディング損

失を臨時損失として特別損失に計上しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１. 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 49,490,339株

２. 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 5,598株

３. 当事業年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの

を除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 1,741,683株
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 17,189千円

未払費用 21,895

減価償却超過額 24,922

税務上の繰越欠損金 1,704,014

ソフトウエア 112,559

株式報酬費用 21,971

その他 1,545

繰延税金資産小計 1,904,097

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,671,863

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △92,647

評価性引当額小計 △1,764,510

繰延税金資産合計 139,586

繰延税金負債

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産の純額 139,586
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（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

(１) 金融商品に対する取組方針

当社は、働く世代を中心とするお客様に対し長期的視点での資産形成をサポ

ートすることを目的として、ETF（上場投資信託）を通じ最適なポートフォリオ

（資産の組み合わせ）で国際分散投資を提供する金融サービスを主な事業の内容

としており、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、株

式を希薄化させることなく、事業規模に応じた財務の健全性を確保するため、

長期的な資金を銀行借入（劣後特約付ローン）により調達しております。

一方、お客様からの預り金については、法令等に基づき顧客分別金信託とし

て信託銀行に預託しております。

また、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。

なお、トレーディング業務として、お客様の最適なポートフォリオ実現及び

税負担の最適化を目的とする一定範囲のディーリングを行っております。これ

らのトレーディング業務は、お客様へのサービス提供に必要な範囲で行うこと

としており、原則として利益獲得を目的とするトレーディング業務は行ってお

りません。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク

当社の保有する金融資産の主なものは、現金・預金、お客様の外国証券取引

のための証券会社への預け金、及び法令に基づき外部金融機関に信託する顧客

分別金信託の信託財産であり、預入先の信用リスクに晒されておりますが、預

入先・信託先はいずれも信用度の高い金融機関であります。また、長期借入金

は、流動性リスクに晒されております。なお、お客様からの預り金については、

法令等に基づき顧客分別金信託として信託銀行に預託しており、信託法により

信託財産の独立性が確保されております。

トレーディング商品は、ETF（上場投資信託）であり、市場価格の変動リスク

等の市場リスクに晒されております。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、信用リスクについて、取引の相手方の契約不履行その他の理由に

より発生し得る損失の危険を、あらかじめ定めた限度枠の範囲内に収めるこ

とで管理を行っております。リスク管理規程に基づき、担当部署において取

引先リスクをモニタリングし、所定の枠内に収まっていることを確認してお

ります。
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② 市場リスクの管理

当社は、市場リスクについて、あらかじめ定めた限度額の範囲内に収める

ことで管理を行っております。リスク管理規程に基づき、担当部署において

自己取引の実施権限を有する組織における市場リスク額を計測し、所定の枠

内に収まっていることを確認しております。なお、トレーディング商品に係

る市場リスクの管理については、ETF（上場投資信託）の保有額を１取引単位

未満の最小限に留めるとともに、トレーディング損益のモニタリングを行い、

日々経営陣等に報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを

管理しております。

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2023年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。現金・預金、預託金、預け金、預り金は、現金であるこ

と及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

トレーディング商品 314 314 －

資産計 314 314 －

長期借入金 1,500,000 1,500,000 －

負債計 1,500,000 1,500,000 －

（注）長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

区分 １年内
１年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

長期借入金 － － 1,500,000 －
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３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相

場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能な

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

トレーディング商品

ETF（上場投資信託） 314 － － 314

資産計 314 － － 314

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,500,000 － 1,500,000

負債計 － 1,500,000 － 1,500,000

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

(1)トレーディング商品

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETF（上場投資信

託）は活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分類しております。

(2)長期借入金

長期借入金については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リス

クを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に

分類しております。また、変動金利で調達しており短期間で市場金利を反映して

いること、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿

価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

種類 氏名
議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 廣瀬学
（被所有）
直接 0.01

当社取締役
新株予約権の
権利行使（注

1,2）
138,789 － －

役員 榎本明 － 当社取締役
新株予約権の
権利行使（注

1,2）
23,498 － －

（注）１．2019年３月26日に開催の定時株主総会に基づき付与された新株予約権の当事業年度におけ
る権利行使を記載しております。

２．2020年６月26日に開催の臨時株主総会に基づき付与された新株予約権の当事業年度におけ
る権利行使を記載しております。

（収益認識に関する注記）

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）

主要な財又はサービス

ロボアドバイザー
その他

8,063,045
26,813

顧客との契約から生じる収益 8,089,858

その他の収益 78,064

営業収益 8,167,922

２. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する

注記 ４.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３. 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

該当事項はありません。

なお、顧客との契約から生じた債権は貸借対照表上、流動資産の「未収収益」

に含まれております。「未収収益」のうち、顧客との契約から生じた債権の金額

は以下のとおりであります。

顧客との契約から生じた債権 846,925千円

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 245.70円

１株当たり当期純利益 7.65円

（重要な後発事象に関する注記）

（資本業務提携及び第三者割当による新株発行）

当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、株式会社三菱UFJフィナンシャ

ル・グループ（以下「MUFG」といいます。）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行

（以下「三菱UFJ銀行」又は「割当予定先」といいます。）との間で、資本業務提携（以

下「本資本業務提携」といいます。）に関する契約（以下「本資本業務提携契約」とい

います。）を締結すること、及び本資本業務提携契約に基づき、三菱UFJ銀行を割当予

定先とする第三者割当による新株式（以下「本株式」といいます。）の発行（以下「本

第三者割当」といいます。）を行うことを決議し、同日付で本資本業務提携契約を締結

いたしました。なお、本資本業務提携を円滑に推進するため、当社は、三菱UFJ銀行の

指名する候補者１名を株主総会（2024年３月26日開催予定）において社外取締役候補

とすることを予定しております。これらにより、当社は三菱UFJ銀行の持分法適用関連

会社となる予定です。

１．本資本業務提携の目的及び理由

MUFGは、その傘下に商業銀行・信託銀行・証券会社をはじめ、カード会社、消費者

金融会社、資産運用会社等を擁する企業集団（以下「MUFGグループ」といいます。）を

形成し、主要金融分野でトップクラスの企業が一体となることで、さまざまな金融サ

ービスを提供しています。2021年度からの中期経営計画の主要戦略の一つに「デジタ

ルトランスフォーメーション（DX）」を掲げ、あらゆるお客さまに対するデジタルサー

ビス接点の強化、商品・サービスのデジタル化を推進してまいりました。データ基盤

の強化やグループ各社のアプリケーションの統合などを通じて、お客様のライフイベ

ントに合わせた「一人別提案」を実現し、お客様の生涯をグループとして支えていく

ことでライフタイムバリューの向上を目指しております。

これまで当社と三菱UFJ銀行は、三菱UFJ銀行のお客様向けに提供するロボアドバイ

ザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」における業務提携を通じて、三菱UFJ銀行のお客

様の多様な資産形成ニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいり

ました。両社は現状のサービスをより進化させ、個人の資産形成に資するさらなる付

加価値の提供に取り組むため、現状の業務提携の枠組みを超えた協働について協議を

進めてまいりました。

その結果、当社と三菱UFJ銀行は本資本業務提携の下、MUFGグループの顧客基盤及び

商品ラインナップと、当社のスピーディーな商品企画及び開発力とを掛け合わせるこ

とで、ロボアドバイザーサービスや「おまかせNISA」の普及を加速させ、生涯にわた

― 37 ―

2024年02月21日 19時04分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



りお客様のお金の課題を解決する総合アドバイザリー・プラットフォーム（MAP：

Money Advisory Platform）の開発・提供を進めることで合意いたしました。「２．本

資本業務提携の内容」に記載の戦略を進めることにより、個人の健全な資産形成の発

展に貢献し、両社の企業価値向上を追求してまいります。

２．本資本業務提携の内容

当社及び三菱UFJ銀行は、両社の強みを掛け合わせることで、働く世代を中心とした

個人の資産形成支援を加速するとともに、お客様に中長期にわたり寄り添うサービス

を提供し、日本における個人の健全な資産形成の発展に貢献することを目指します。

具体的には、既存事業であるロボアドバイザー事業（「おまかせNISA」を含む。）の

提携強化に加えて、サービス内容を資産運用のみならず生命保険、年金、金融教育、

住宅ローンなどへ拡大した、MAPの開発・提供に両社で取り組んでまいります。2024年

中にロボアドバイザー事業での協業とMAP開発の着手、2025年にはMAPのリリースと、

段階的なサービス内容の拡充を目指しております。

３．本資本業務提携の日程

(1) 取締役会決議日 2024年２月14日

(2) 本資本業務提携契約締結日 2024年２月14日

(3) 本第三者割当の払込期間（注） 2024年３月４日から2024年３月25日まで（予定）

(4) 当社定時株主総会 2024年３月26日（予定）

（注）本第三者割当は、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生してい

ること、三菱UFJ銀行において本第三者割当の実行に際して必要となる関係当局の許認

可等が得られること（銀行法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に

基づく手続の完了を含みます。）等（以下「本前提条件」といいます。）がすべて満た

されていることを条件としておりますが、当該関係当局の許認可が得られる時期を確

定することができないため、払込期間を設定しております。
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４．第三者割当による新株発行の概要

(1) 払込期間（注） 2024年３月４日から2024年３月25日まで

(2) 発行新株式数 普通株式9,110,000株

(3) 発行価額 １株につき1,718円

(4) 調達資金の額
15,650,980,000円
（差引手取概算額：15,430,980,000円）

(5) 増加する資本金の額 7,825,490,000円

(6) 増加する資本準備金の額 7,825,490,000円

(7) 募集又は割当方法（割当予定先）
第三者割当の方法により、その全てを三菱
UFJ銀行に割り当てます。

(8) 資金使途

①ロボアドバイザー事業における顧客基盤
の拡大のためのマーケティング費用：
3,000百万円
②MAP事業における企画・開発・運営及び
システム基盤・データの基盤構築のための
資金：4,000百万円
③MAP事業における顧客基盤の拡大のため
のマーケティング費用：3,000百万円
④MAP事業における将来のM&A及び資本業務
提携等のための資金：5,431百万円

(9) その他
本第三者割当については、本前提条件が充
足されていることを条件とします。

（注）本第三者割当は、本前提条件が充足されていることを条件としておりますが、

関係当局の許認可が得られる時期を確定することができないため、払込期間を設定し

ております。
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年２月16日

ウェルスナビ株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊藤 浩之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 日比 慎一

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ウェルスナビ株式会社の2023年１

月１日から2023年12月31日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）

について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

個別注記表の（重要な後発事象に関する注記）に記載されているとおり、会社は2024年２月14日

開催の取締役会において、株式会社三菱UFJ銀行との間で、資本業務提携に関する契約を締結する

こと、及び同契約に基づき、同行を割当予定先とする第三者割当による新株式発行を決議するとと

もに、同日付で当該契約を締結している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年1月1日から2023年12月31日までの第9期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたし
ました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年２月16日
ウェルスナビ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 榎 本 明 印
監査等委員 松 野 絵里子 印
監査等委員 藤 本 幸 彦 印

(注) 監査等委員は3名全員、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の事業拡大及び従業員数の増加に伴い本社オフィスを移転することとし、

現行定款第３条に定める本店所在地を「東京都渋谷区」から「東京都品川区」

に変更するものであります。

なお、この変更につきましては、2024年10月31日までに開催される取締役会

において決定する本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設け、効力発生

日経過後、この附則を削除することといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

第1条～第2条 ＜条文省略＞ 第1条～第2条 ＜現行どおり＞

（本店の所在地）

第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に
置く。

（本店の所在地）

第3条 当会社は、本店を東京都品川区に
置く。

第4条～第39条 ＜条文省略＞ 第4条～第39条 ＜現行どおり＞

（附則）

第1条～第2条 ＜条文省略＞

（附則）

第1条～第2条 ＜現行どおり＞

＜新設＞ （本店の所在地に関する経過措置）

第3条 第3条（本店の所在地）の変更は
2024年10月31日までに開催される
取締役会において決定する本店移
転日をもってその効力を生じるも
のとし、本附則は、当該本店移転
日の経過後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員は、本定時株主総会終結の時

をもって任期満了となります。

つきましては、事業規模の拡大等を踏まえ、新たに取締役（監査等委員である取

締役を除く。）２名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選

任をお願いしたいと存じます。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数
（株）

１
柴
し ば や ま

山 和
か ず ひ さ

久

(1977年12月８日生)

2000年４月 大蔵省（現 財務省） 入省

10,613,5972010年11月 McKinsey & Company Inc. Japan 入社

2015年４月 当社設立 代表取締役CEO（現任）

２
廣
ひ ろ せ

瀬 学
がく

(1979年１月８日生)

2001年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社

入社

7,250

2006年２月 IBMビジネスコンサルティングサービス

株式会社 入社

2007年６月 ドイツ証券株式会社 入社

2014年７月 株式会社トライフォート 入社

2018年７月 クレディ・スイス証券株式会社 入社

2019年１月 当社 入社

2020年４月 当社 取締役CFO（現任）

2022年７月 AIQ株式会社 社外取締役（現任）

３
太
お お た

田 卓
た く や

也

(1975年４月18日生)

2000年４月 Procter & Gamble Far East, Inc. （現

P&Gジャパン合同会社）入社

4,112

2004年10月 NIVEA-KAO, CO.,LTD. 入社

2008年８月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会

社 入社

2012年７月 日本マクドナルド株式会社 入社

2013年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会

社 入社

2015年２月 株式会社ベネッセホールディングス 入

社

2017年４月 株式会社ベネッセコーポレーション 入

社

2022年１月 当社 入社

2022年３月 当社 執行役員CMO

2023年９月 当社 執行役員COO 兼 CMO（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数
（株）

４
東
と う ご

後 澄
す み と

人

(1981年３月19日生)

2005年４月 McKinsey & Company Inc. Japan 入社

44,489

2010年２月 Google株式会社（現Google合同会社)

入社

2013年７月 フリー株式会社 入社

2013年９月 同社 取締役（現任）

2020年３月 フリービズ株式会社 代表取締役

2020年４月 当社 社外取締役（現任）

５
尾
お が わ

河 眞
ま き

樹

(1971年７月11日生)

1994年４月 ファースト・シカゴ銀行東京支店（現

JPモルガン・チェース銀行東京支店）

入社

2,021

2000年２月 モルガン銀行東京支店（現 JPモルガ

ン・チェース銀行東京支店） 入社

2001年３月 ソニー株式会社 入社

2007年８月 シティバンク銀行株式会社（現 株式会

社SMBC信託銀行） 入社

2016年８月 ソニーフィナンシャルホールディングス

株式会社（現 ソニーフィナンシャルグ

ループ株式会社） 執行役員 兼 金融市

場調査部長 チーフアナリスト（現任）

2016年10月 SBI大学院大学 グローバル金融市場研究

会 研究員（現任）

2017年６月 ソニー銀行株式会社 取締役

2021年３月 当社 社外取締役（現任）

2021年６月 ソニー・ライフケア株式会社 取締役

（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数
（株）

６
伊
い と う

藤 英
ひ で と

十

（1970年７月21日生）

1993年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱

UFJ銀行） 入行

0

2010年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会

社三菱UFJ銀行） リテール拠点部 次長

兼 金融円滑化推進室次長

2011年８月 同行 リテール拠点部次長 兼 金融円滑

化推進室次長 兼 リテール企画部次長

兼 法人企画部次長

2013年３月 同行 人事部人事グループ次長

2016年５月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式

会社 グループ協働推進部長

2018年７月 同兼 三菱UFJ証券ホールディングス株

式会社 国内営業戦略部特命部長

2019年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グル

ープ 執行役員 兼 三菱UFJ証券ホールデ

ィングス株式会社 執行役員 兼 三菱UFJ

モルガン・スタンレー証券株式会社 執

行役員 業務企画部長

2023年４月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グル

ープ 常務執行役員 法人・リテール事業

本部長補佐 兼 デジタルサービス事業本

部長補佐 兼 三菱UFJ証券ホールディン

グス株式会社 常務執行役員 兼 三菱UFJ

モルガン・スタンレー証券株式会社 常

務執行役員 ウェルス＆ミドルマーケッ

ト本部企画担当 兼 auカブコム証券株式

会社 取締役（現任）

（注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．東後澄人氏、尾河眞樹氏及び伊藤英十氏は社外取締役候補者であります。なお、東後澄人

氏及び尾河眞樹氏は現在社外取締役でありますが、東後澄人氏の社外取締役としての在任
期間は、本株主総会終結の時をもって３年11ヶ月、尾河眞樹氏の社外取締役としての在任
期間は、本株主総会終結の時をもって３年であります。

３．取締役の選任理由について
(1)柴山和久氏は、当社設立以来、当社の代表取締役CEOとして経営の指揮を執り、当社の

持続的成長に貢献しました。今後も、同氏が持つ創業者としての理念と強力なリーダー
シップにより、当社の企業価値向上に向けた貢献が期待できると判断し、引き続き取締
役候補者としました。

(2)廣瀬学氏は、2020年４月に当社の取締役CFOに就任して以来、当社の財務戦略を統括し、
当社の持続的成長に貢献しました。その実績と経験を活かし、当社の企業価値向上に向
けた貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者としました。

(3)太田卓也氏は、2022年３月に当社の執行役員CMOに就任し、当社のマーケティング戦略
を統括し、2023年９月に執行役員COO兼CMOに就任して以降は、当社の事業戦略全般を統
括し、当社の持続的成長に貢献しました。その実績と経験を活かし、当社の企業価値向
上に向けた貢献が期待できると判断し、この度新たに取締役候補者としました。

(4)東後澄人氏は、長年にわたるインターネットやSaaS業界における豊富な知識、経験と幅
広い見識を有しております。また、同氏は2020年４月に当社の社外取締役に就任して以
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来、経営戦略やガバナンス等について幅広い提言を積極的に行っており、引き続き当社
経営に対する適切な助言を期待し、取締役候補者としました。

(5)尾河眞樹氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有しております。また、同
氏は2021年３月に当社の社外取締役に就任して以来、経営戦略やガバナンス等について
幅広い提言を積極的に行っており、引き続き当社経営に対する適切な助言を期待し、取
締役候補者としました。

(6)伊藤英十氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有しております。また、当
社は、2024年２月14日に株式会社三菱UFJ銀行と資本業務提携契約を締結しており、同
行及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの顧客基盤・商品ラインナップと、
当社のスピーディーな商品企画・開発力を掛け合わせ、個人の健全な資産形成の発展に
貢献し、両社の企業価値の向上を追求してまいります。同行が指名する同氏が社外取締
役として経営に参画することで、当社経営に対する適切な助言を通して、当該提携の目
的の達成をより強固にすることを期待し、この度新たに取締役候補者としました。

４．東後澄人氏及び尾河眞樹氏は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員の要件を満たし
ております。なお、尾河眞樹氏は2017年６月から2021年６月までソニー銀行株式会社の取
締役であり、同社と当社との間には「WealthNavi for ソニー銀行」に関する取引関係が
ありますが、その取引金額は同社の当事業年度における経常収益に占める割合の２%未満
であります。

５．当社と東後澄人氏及び尾河眞樹氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額としております。なお、当
該責任限定契約が認められるのは、各氏が責任の原因となった職務を行うにつき善意でか
つ重大な過失がない場合に限られます。各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契
約を継続する予定であります。また、新任候補者の伊藤英十氏の選任が承認された場合
は、同氏と当該契約を締結する予定であります。

６．当社は、保険会社との間で以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当社は当
該保険契約を任期途中に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はない。

②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填
補する。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免
責事由がある。

７．取締役候補者の所有する当社株式の数は、2023年12月31日現在のものであります。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了

となります。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数
（株）

１
榎
え の も と

本 明
あきら

(1953年６月１日生)

1977年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ

銀行）入行

9

2002年１月 株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀

行）執行役員市場営業部長

2006年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社

三菱UFJ銀行） 常勤監査役

2010年６月 日本住宅無尽株式会社 取締役副社長

2011年６月 同社 代表取締役社長

2016年３月 株式会社伊藤建築設計事務所 社外監査役

2016年６月 新東昭不動産株式会社 社外監査役

2016年６月 日本住宅無尽株式会社 取締役会長

2017年６月 同社 顧問

2018年５月 当社 社外監査役

2020年６月 エムエスティ保険サービス株式会社 社外

監査役（現任）

2022年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

２
松
ま つ の

野 絵里子
え り こ

(1969年１月10日生)

1992年４月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテ

ッド（証券）（現 モルガン・スタンレー

MUFG証券株式会社）入社

0

2000年４月 弁護士登録

2000年４月 長島・大野・常松法律事務所 入所

2010年７月 東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士

(現任）

2011年７月 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっ

せん相談センター あっせん委員（現任）

2014年11月 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社

コンプライアンス委員会 外部委員（現

任）

2015年10月 当社 社外監査役

2020年６月 H.U.グループホールディングス株式会社

社外取締役

2022年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年５月 株式会社東京衡機 社外取締役（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数
（株）

３
藤
ふ じ も と

本 幸
さ ち ひ こ

彦

(1953年12月23日生)

1977年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ

銀行） 入行

0

1989年10月 中央新光監査法人 入所

1990年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド国

際税務事務所（現 PwC税理士法人） 入

所

1997年４月 中央クーパース・アンド・ライブランド国

際税務事務所（現 PwC税理士法人） パ

ートナー

2008年７月 税理士法人プライスウォーターハウスクー

パース（現 PwC税理士法人） 理事パー

トナー

2014年１月 株式会社カネコ薬局 取締役（現任）

2014年７月 隼あすか法律事務所 顧問（現任）

2014年12月 ヘルスケア＆メディカル投資法人 監督役

員（現任）

2017年４月 一般社団法人グリーンファイナンス推進機

構 審査委員会委員

2018年12月 当社 社外監査役

2022年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年８月 税理士法人エンブレース 社員（現任）

（注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．各取締役候補者は社外取締役候補者であります。なお、各取締役候補者は現在社外取締役

でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって全員２年で
あります。

３．取締役の選任理由について
(1)榎本明氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有しており、2018年５月に当

社の社外監査役に就任して以来、広い視野に立って、当社の経営全般について監査・監
督を行っております。独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監
督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候
補者としました。

(2)松野絵里子氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、2015年10月に
当社の社外監査役に就任して以来、広い視野に立って、当社の経営全般について監査・
監督を行っております。独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い
監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役
候補者としました。なお、同氏は、法律事務所の経営に関与しております。

(3)藤本幸彦氏は、公認会計士及び税理士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、
2018年12月に当社の社外監査役に就任して以来、広い視野に立って、当社の経営全般に
ついて監査・監督を行っております。独立した客観的な立場から、当社の経営に対する
実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査等委員であ
る社外取締役候補者としました。

４．各取締役候補者は、東京証券取引所及び当社が定める独立役員の要件を満たしておりま
す。

５．当社と榎本明氏、松野絵里子氏及び藤本幸彦氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額としておりま
す。なお、当該責任限定契約が認められるのは、各氏が責任の原因となった職務を行うに
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つき善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。各氏の再任が承認された場合は、各
氏との当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、保険会社との間で以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、本議案が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当社は当
該保険契約を任期途中に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

【保険契約の内容の概要】
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はない。

②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填
補する。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免
責事由がある。

７．取締役候補者の所有する当社株式の数は、2023年12月31日現在のものであります。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2022年３月24日開

催の第７期定時株主総会において、年額100百万円以内（うち社外取締役分は年額20

百万円以内）としてご承認いただき、現在に至っております。

この度、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経営体制強化に

向けた取締役の増員に加え、企業規模の拡大や事業環境の変化により取締役の職務

が一層高度化していることを見据えて、年額150百万円以内（うち社外取締役分は年

額30百万円以内）と定めることといたしたく存じます。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、従来どおり使用

人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたく存じます。

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名（うち社外取締役２名）

でありますが、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の

件」が原案どおり承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

は６名（うち社外取締役３名）となります。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、本議案の内容に基

づく基本報酬及び第５号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する

譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件」に記載の株式報酬で構成しま

す。

当社は、2022年３月24日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内

容に係る決定方針」を定めています。本議案は、当該方針に沿っており、当社の事

業規模、役員報酬の支給水準及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職責

等に照らして相当であると判断しております。
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第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式

の付与のための報酬内容の改定の件

2021年３月26日開催の第６期定時株主総会において導入をご承認いただき、2022

年３月24日開催の第７期定時株主総会において改定をご承認いただいた譲渡制限付

株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）は、当社の取締役（社外取締役を含

み、監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企

業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一

層の価値共有を進めることを目的として導入されたものです。今般、当社の中長期

の更なる企業価値の向上に向けて、第４号議案に定める取締役（監査等委員である

取締役を除く。）の報酬額の改定と同様の背景により譲渡制限付株式報酬枠を改定す

ること、付与の方法として、対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資

財産の給付を要せずに付与する方法も行うことができるようにすること、また、よ

り一層のインセンティブ付与を図るため、対象取締役に対して、現行の本制度とは

異なる譲渡制限期間を設けた譲渡制限付株式を付与することも可能とするために必

要な改定を行うことにつき、ご承認をお願いいたします。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、第４号議案に

おいてその金額を年額150百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）に改

定することにつき株主の皆様にご承認をお願いしております。また、2022年３月24

日開催の第７期定時株主総会において、本制度により対象取締役に対して発行又は

処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内（うち社外取締役分は年6,000株

以内）、本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬額の総額は年額50百万円

以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）とご承認いただきましたが、上記第

４号議案において改定のご承認をお願いする金銭報酬枠とは別枠で、本制度に係る

報酬枠を改定し、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は

年45,000株以内（うち社外取締役分は年9,000株以内）、本制度に基づき対象取締役

に対して支給される報酬額の総額は年額75百万円以内（うち社外取締役分は年額15

百万円以内）といたしたく存じます（ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併

合又は株式の分割（株式無償割当てを含みます。）によって増減した場合には、上限

数はその比率に応じて調整されるものといたします。）。

本議案に基づき改定された本制度に基づく譲渡制限付株式の付与は、取締役会決

議に基づき、以下のいずれかの方法で行うものといたしたく存じます。

① 対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該

金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行

又は処分を受ける方法（以下「現物出資交付」といいます。）

② 対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに

当社の普通株式の発行又は処分を行う方法

なお、現物出資交付の場合の１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営
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業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立し

ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特

に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。

また、各対象取締役への具体的な配分及び支給時期については、取締役会におい

て決定することといたします。

なお、現在の対象取締役は４名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議

案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可

決された場合、対象取締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名（うち社外取

締役３名）となります。

本議案により改定される本制度に基づいてなされる譲渡制限付株式の付与に当た

っては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約

（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものといたしたく存じます。

現行の本制度における譲渡制限期間は、（I）譲渡制限付株式の交付日から対象取

締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までと

しておりましたが、本制度改定により、譲渡制限期間を（II）約3年間から約5年間

までのうち当社取締役会が定める期間（ただし、当該期間の範囲内で、取締役会が

別途定める譲渡制限付株式の数について、部分的・段階的に解除することを可能と

します。）とする譲渡制限付株式の発行も可能とすることに応じた変更を行っており

ます。

(１) 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本

割当株式」という。）について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が

当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職（ただし、

退任又は退職と同時にかかる地位のいずれかに就任又は再任する場合を除

く。以下同じ。）する日までの期間又は約３年間から約５年間までの間で当

社の取締役会が定める期間（以下、併せて「譲渡制限期間」という。）、譲

渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（ただし、当該期間の範囲

内で、取締役会が別途定める本割当株式の数について、部分的・段階的に解

除することを可能とする。）（以下「譲渡制限」という。）。

(２) 対象取締役が当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という。）

が満了する前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は

退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、

当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(３) 当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(2)に定める地位

にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満

了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)
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に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了す

る前に上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除

する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(４) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(３)の定めに基づき譲渡

制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(５) 当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令、社内規則又は本割当契約の

違反その他本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取

締役会で定める事由に該当した場合、本割当株式を当然に無償で取得する。

(６) 上記(１)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社

となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画そ

の他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等

に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締

役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間

の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定め

る数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制

限を解除する。

(７) 上記(６)に規定する場合においては、当社は、上記(６)の定めに基づき譲渡

制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割

当株式を当然に無償で取得する。

(８) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他

取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

【譲渡制限付株式を付与することが相当である理由】

株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに対象取締役の企業価値の持続的

な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、取締役に対する譲渡制

限付株式を付与するものであります。

本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は、取締役（監査等委員である取締役を除

きます。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿う、必要かつ合

理的な内容となっています。また、本議案に基づき１年間に発行又は処分される株

式数の上限の発行済株式総数（2023年12月31日時点）に占める割合は0.12％とその

希薄化率は軽微です。

そのため、本議案の内容は相当なものであると判断しております。

以上

― 55 ―

2024年02月21日 19時04分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



（ご参考）

本定時株主総会において、各候補者を原案どおりご選任いただいた場合、現任の

取締役を含めた各取締役のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。各取締

役が有する知識や経験について、１人最大６個まで〇印をつけております。

対象議案 第２号議案 第３号議案

候補者番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３

候補者名

柴

山

和

久

廣

瀬

学

太

田

卓

也

東

後

澄

人

尾

河

眞

樹

伊

藤

英

十

榎

本

明

松

野

絵

里

子

藤

本

幸

彦

独立・社外役員
独立

社外

独立

社外
社外

独立

社外

独立

社外

独立

社外

リーダーシップ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フィンテック ○ 〇 ○ ○ ○

財務・金融 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

会計 ○ ○

営業・マーケテ
ィング

○ ○ ○ 〇 ○

事業開発・M&A ○ ○ ○ ○

リスク管理 ○ ○ 〇 ○ ○ ○

法務・コンプラ
イアンス

○ ○ ○ ○

当社は「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げ、「ものづくりする金融機

関」として、働く世代の豊かな老後のために、長期・積立・分散の資産運用を全自

動化したサービス、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供してお

ります。

社会環境や事業環境が刻々と変化する中、持続的成長と中長期的な企業価値の向

上を図るため、企業経営におけるリーダーシップやフィンテック領域における知見

が重要となります。また、より多くのお客様にご利用頂くためにも、提携パートナ

― 56 ―

2024年02月21日 19時04分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



ーの拡充を進めるためにも、営業やマーケティングに関する経験が重要であります。

加えて、既存のロボアドバイザー事業の成長に向けた新機能の追加に留まらず、今

後は新規事業を検討し（M&A戦略の活用も含む）、展開していくことが必要となりま

す。

以上を踏まえ、「リーダーシップ」「フィンテック」「営業・マーケティング」「事

業開発・M＆A」の項目を選定しております。

また、お客様の資産をお預かりする金融機関として、財務の健全性を維持しつつ

も、さらなる事業成長に備えた財務戦略の構築が必要であります。そのためには、

実務に裏打ちされた財務や会計分野における知識や経験が重要であります。加えて、

金融機関としての大きな社会的責任を果たすため、法令を遵守（コンプライアンス）

し、全社的なリスク管理を適切に実施したうえで、着実な経営判断が重要となりま

す。

以上を踏まえ、「財務・金融」「会計」「リスク管理」「法務・コンプライアンス」

の項目を選定しております。

以上
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東口

首都高速3号
線渋谷線

渋谷署前

ビックカメラ

渋谷局

東京スクールオブミュージック
専門学校

宮益坂上

ENEOS

ＪＲ渋谷駅

ハチ公口
宮益坂口

東急

渋谷駅

出口B5

りそな銀行

渋谷ヒカリエ

宮益坂

三菱UFJ信託

工事中

渋谷
クロスタワー

銀だこ

西口 渋谷署

渋谷ストリーム

バス
ロータリー

山
手
線

TKP
ガーデンシティ渋谷

ホールＡ

明治通り

青山通り

N

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号渋谷東口ビル１Ｆ

ＴＫＰガーデンシティ渋谷 ホールＡ

交 通 ＪＲ各線「渋谷」駅 東口より徒歩３分

東京メトロ・東急電鉄各線「渋谷」駅 B5出口・ヒカリエ方面出口より徒歩３分

京王井の頭線「渋谷」駅 中央口より徒歩６分
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